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平成 27 年 10 月 30 日 
公益財団法人 金融情報システムセンター 

当センターへの届出や連絡 

Ⅰ 問合せ内容 

サイバー攻撃を受けた場合に、当センターへの届出や連絡が必要か。 

Ⅱ 関連する FISC安全対策基準 

対象なし。 

Ⅲ 留意点及び参考情報 

サイバー攻撃を受けた場合に、当センターに対して届出や連絡をいただく必要はございません。 


